
知的財産権講座

権利行使を考慮した

 

戦略的中間手続講座
～拒絶理由通知への戦略的対応について～

○講師紹介

大貫氏は、特許事務所勤務の後、1988年から2001年迄の間にモトローラージャパン

 

知的財産

 

部長を歴任し、数々の特許出願中間処理対応業務を経験した実務経験豊富な専門家です。

◇拒絶理由通知への応答書面である意見書及び手続補正書は、拒絶理由を解消
し登録査定を受け、権利化する為の重要な書面です。

意見書・補正書の記載方法如何によっては、権利化後の技術的範囲が狭くなる
可能性が有り、慎重に作成する必要があります。
本講座では、単に特許権化の目的だけではなく、様々な拒絶理由のケースに応
じた戦略的対応を示すことにより、特許権利化後の権利行使をも十分考慮した
中間手続における書面作成方法を平易に解説します。

◇本講座は、企業や事務所で中間処理業務に担っておられる方は勿論、 特許管理、
出願戦略に携わっておられる方々にも最適な講座ですのでこの機会に是非ご参
加下さい。

主催：（社）発明協会
日時：平成２２年９月９日（木）～１０日（金）

９：３０－１６：３０
会場：７０名程度（定員になり次第締切）
講師：大貫

 

進介氏

（伊東国際特許事務所

 

副所長

 

弁理士）

カリキュラム

「戦略的な意見書・補正書の作成術」

受 講 料

 

会員２７，０００円

 

・

 

一般３０，０００円
申 込 み

 

FAXもしくは、発明協会ＨＰ知的財産権研修・講座からお申込下さい。

新規性・進歩性・明細書等記載、各々の不備、発明の単一性違反、産業上利用可能

性及び先後願に関する拒絶理由への対応について説明し、補正の制限、分割出願

制度について、戦略的な意見書・補正書の作成術について具体的な事例を提示致し

解説します。 



【会場】(社)発明協会

 

研修ルーム（発明会館７階）

電話

 

03(3502)5439

 

FAX03(3506)8788    Eメール：kouza-form@jiii.or.jp

講座申込書
（社）発明協会

 

知的財産研究センター

 

研修チーム行（FAX：03‐3506－8788）

講 座 名 受 講 者 名（ふりがな） 会 社 名 部 署 名 E-mail
知財業務

経験年数

（お申し込み年月日） 平成 年 月 日

住所

〒 －
電話

ＦＡＸ

請求書送付先（受講者と異なる場合にご記入ください）

部課

 

名
担当

 

者

今後、E-mail

 

にて知的財産権講座に関するご案内を送付させていただきます。ご不要な方は、チェックをお付け下さい。

 

メール不要

 

□
（ 社団法人発明協会は、個人情報の重要性を認識し、適切な保護に努めます。 ）

種別 一般 ・

 

法人会員 ・

 

個人会員 ：

 

支部

支払

方法
当日現金 ・ 銀行振込 ・ 得意先コード（総合管理請求書）

※会員かどうか記入のない場合は、非会員扱いとなりますのでご注意願います。

※お支払いは、請求書到着後でお願い致します。

※講座開催日の１週間（営業日）前以降にキャンセルの場合、参加料は理由の如何を問わずご請求させていただきますので予めご了承ください。

得意先
コードNo.

（「得意先コード」をご選択の場合にご記入ください。）
（このコードは会員コードではございません）

キリトリセン

今後の知的財産権講座のご案内
「外国商標制度」
講師：東京青山・青木・狛法律事務所

 

ﾍﾞｰｶｰ&ﾏｯｹﾝｼﾞｰ外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業）

パートナー

 

外国法事務

 

弁護士・弁理士

 

中山

 

健一

 

氏
日時：平成２２年９月１４日（火）～１５日（水）９：３０－１６：３０

 

受講料

 

会員２７，０００円

 

・

 

一般３０，０００円

「特許審査基準解説」
講師：大阪工業大学大学院

 

知的財産研究科

 

教授

 

髙島

 

喜一

 

氏
日時：平成２２年９月２７日（月）９：３０－１６：３０

 

受講料

 

会員１６，０００円

 

・

 

一般１８，０００円

「中国改正審査基準解説」
講師：ウィルジェンス特許業務法人

 

弁理士

 

白州

 

一新

 

氏
日時：平成２２年９月３０日（木）９：３０－１６：３０

 

受講料

 

会員１６，０００円

 

・

 

一般１８，０００円

住所

 

〒105-0001

 

東京都港区虎ノ門2-9-14

◇外国商標、主として米国、ヨーロッパ、中国、その他アジア諸国における、出願ならびに権利行使について説明し

商標を使用するに際しての留意点について解説いたします。 

本講座は、企業や事務所で外国出願実務に携わっておられる方はもとより、商標出願管理担当、知財法務

実務担当の方々に最適な講座です。 

◇本年２月から施行された審査指南（審査基準に相当）のポイントである、発明及び実用新案の新規性の要件に

始まり、発明専利と実用新型専利の条件付き併行出願の規定である第９条１項について説明し、秘密保持審

査について解説します。 

  本講座は、企業や事務所で中国への出願（中国関係）に携わっておられる方はもとより、中国市場への進出を

目指しておられる企業の知財管理担当の方々に最適な講座です。 

◇特許要件に始まり、明細書および特許請求の範囲ならびに図面の補正及び出願の分割変更について説明し、審

査基準について運用を含め解説いたします。 

本講座は、企業や事務所で特許出願実務に携わっておられる方はもとより、特許管理担当、研究開発部門の研

究者の方々にも最適な講座です。 
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